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第５章 おわりに 

 

I 健康日本２１中間評価の総括 

  健康日本２１の中間評価では、中間実績値を踏まえ、健康日本２１の目標達成に

向けた今後重点的に取り組むべき課題と新たに講ずべき施策を提示した。 

今般成立した医療制度改革関連法により、今後の生活習慣病対策の制度的枠組み

は提示された。今後は、まず、医療保険者による健診・保健指導の実施を始めとす

るこの医療制度改革関連法の平成 20 年度の円滑な施行に向け、精力的な準備を進

めることが必要である。特に、国は、医療保険者による健診・保健指導の実施体制

の準備が円滑に進むよう、標準的な健診・保健指導のプログラムや医療保険者の準

備作業の行程表等を提示していくとともに、今後は、都道府県が中心となって、医

療保険者、市町村等の関係者の役割分担と連携の促進を図っていくことになるため、

都道府県における健康増進計画の内容充実に向けた関係者の協議等が円滑に進む

よう、積極的に支援していくべきである。 

また、産業界との連携が必ずしも十分でなかったことなど、これまでの国民運動

としての取組の課題を踏まえた抜本的な充実強化を図り、健やかな生活習慣が爽快

で気持ちのいいものとして国民の間に広く文化として定着するよう、「食事バラン

スガイド」、「エクササイズガイド 2006」、「禁煙支援マニュアル」といったツールを

積極的に活用し、メタボリックシンドロームの概念や生活習慣病予防の基本的な考

え方を普及するなど、ポピュレーションアプローチを積極的に展開することにより、

医療保険者が中心的な役割を担うハイリスクアプローチとの相乗効果によって、国

民の健康増進や生活の質（QOL）の向上を目指し、生活習慣病対策の成果を着実に

挙げていくことが求められる。 

健康日本２１の最終評価まで残された期間は長くはないが、国、都道府県、市町

村、医療保険者、保健医療関係団体、産業界といった関係者が総力を上げ、生活習

慣病対策が抜本的に充実強化されることにより、最終評価までに対策の具体的な成

果が挙がることを期待したい。 

 


